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序 研究動機・研究目的 

近年、会計基準の統一が国際的に進められる

中、各国における基準の相違点を解消する動き

が活発化してきている。このようなルールの変

更は、企業の経営活動に良くも悪くも様々な影

響を与え、企業情報の利用者である投資家にと

っても、財務諸表の開示形式が変更するなど、

影響を及ぼしてくる。この基準統一に関連して、

全面公正価値評価に伴う全ての評価損益を当期

の損益とする動きから、包括利益項目の導入が

強まっていった。 
このように、未実現とされる損益も含まれる

企業の業績報告が、情報の利用者である投資家

や債権者の経済的意思決定に役立つのか、損益

概念がどのようにあるべきかについて考察する。 
 

第１章 国際的な会計基準の統一 

１．財務情報の提供と意思決定 

 企業は投資家に向けて、金額表示のある財務

諸表である貸借対照表と損益計算書を提供する。

企業のホームページの「投資家情報」などに見

られるように、企業は投資家に対して財務諸表

の提供を中心とした広報活動を行う。近年では

多くの企業がこのような活動に力を入れるよう

になっており、それだけ、企業に資金を提供し

てくれる投資家が重要な存在になっている。 
 財務情報を提供するということは、企業の財

務的側面を説明するということであり、近年で

は貸借対照表と損益計算書の他に、キャッシュ

フロー計算書も重視されるようになっている。 
 貸借対照表では、資産と負債と純資産を用い

て企業の財政状態を示し、また、損益計算書に

は収益と費用が記載され、企業の経営成績が示

される。さらにキャッシュフロー計算書には、

一定の期間の現金の収入と支出が記載され、そ

の企業における資金の流れが示されている。 
 このような財務情報を利用し、投資家は、あ

る特定の企業に資金提供をするかどうか、ある

いは現在提供している投資額を拡大するかどう

かなどの意思決定をする。株式を購入する人だ

けでなく、社債を購入する人、さらには金融機

関のように企業に貸付金という形で資金を提供

する人などが、それぞれの意思決定のために会

計情報を必要とする。その際、投資家が企業業

績の比較要素として主に注目するものは、損益

計算書における純利益項目である。 
 
２．国際市場における財務報告 

 現在では、企業活動それ自体が多様で複雑化

しており、海外に上場する企業や、海外に子会

社をもつ企業においては、その情報開示の仕方

に弊害が生じている。国際間で企業への投資を

しようとする投資家においては、それぞれの国

のルールによって作成された財務諸表では、企

業間の業績比較が困難になっており、また企業

側からすれば、いくつもの財務諸表を作成する

ことによりコストが増大する。 
このような問題も踏まえて、国際的に会計を

統一しようとする国際会計基準導入の動きが活

発化してきている。 
 
第２章 全面公正価値評価への動き 

１．公正価値の概念 

公正価値とは、公正な評価額という意味であ

り、｢市場価格に基づく価額｣と「合理的に算定

された価額」を時価と定めている。前者は、金

融商品を市場で今現在売った場合に得ることが

できる金額、または金融商品を今市場で買った

場合に支払う価額のことであり、市場価格の終

値 1や気配値 2のことを意味する。また、後者は

経営者側の合理的な見積もりによる金額であり、

市場価格が得られない場合に、算定方法の文書

                                                  
1  株式市場において取引の最後についた値段 
2  市場で売り方・買い方が希望する値段 
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化や継続適用を条件として採用され、取引が少

なく市場価格が得られない債権やオプションの

時価を求める場合に利用する。 
時価会計においては、全ての金融資産を期末

時点の時価で再評価し、保有資産の価値を毎期

末ごとに見直し、時価と簿価の差額を評価損益

として財務諸表に反映させることとされる。デ

リバティブ 3を含む全ての金融資産が時価評価

され、当期の損益として認識されるということ

は、将来キャッシュフローを見積もった上で割

引率を用いて現在価値に直すという、企業側の

主観的な判断が組み込まれる。 
 
２．全面公正価値評価への背景 

金融商品について日本では、一度購入した有

価証券等は、たとえその価格が上昇して含み益

や含み損が発生したとしても、売却して利益を

確定するまでは、取得原価のままで貸借対照表

に計上するという原価主義をとっていた。しか

し、このような現行の取得原価主義によって会

計処理をしていたのでは、利用者が正しい投資

判断を行うために必要な会計情報を伝えること

ができないため、必ずしも正確な企業業績を表

示しているとは限らないという問題から、2000

年に金融商品会計が導入された。 
金融商品会計とは、有価証券やデリバティブ

などの一部の金融商品における評価方法を時価

評価とし、取得原価との差額を損益計算書や貸

借対照表に反映させる会計処理のことである。 
しかし、実際にモノを取引するのではなく、

価値や権利を売買の対象とする金融活動自体を、

一般的な商業取引と同様に捉えていたのでは、

必ずしも経済的実態が適切に表されないのでは

ないか、と考えられるようになってきた。金融

商品においては、実際に決済するまで損益が財

務諸表に現れることはなかったのである。決済

をした時にはじめて巨額の損失が現れるなどと

いう潜在的なリスクは、従来、財務諸表に的確

に反映されていなかった。このような実態を踏

まえた上で、企業の経営成績や財務状態を適切

に表すにはどうしたらよいのだろうか、という

                                                  
3 株式や債券、通貨などの原資産の価格を基準として

取引価格が決定される金融商品の総称 

ことで、全ての金融商品・デリバティブを公正

価値で評価し、開示させる会計基準を設定する

動きがFASB4およびIASB5を中心に議論されるよ

うになった。 
 
３．包括利益概念の導入 

 企業の業績は主に、損益計算書の最後の行に

ある純利益に着目される。日本および多くの国

においても、純利益は重要な業績指標のままで

あり、株価に影響を与えるEPS6やROE7などの重

要な経営指標にも純利益は使用されている。し

かし、この純利益のほかに、「包括利益」という

利益の表示が財務諸表に求められるようになっ

た。 
「包括利益」とは、純利益に未実現利益など

の「その他の包括利益」を加算したものである。

「その他の包括利益」とは、純利益を経由せず、

直接純資産の部に計上される項目である。この

項目には、未実現利益である売買可能有価証券

の評価差額、外貨換算調整勘定、キャッシュ・

フローヘッジを目的としたデリバティブの評価

損益、為替換算調整額、米国特有の最小年金負

債調整額などがある。 
 このような「純利益＋その他包括利益＝包括

利益」とする概念が導入されたことにより、未

実現である保有損益を表し、時価評価により資

産変動も大きいことから情報利用者にとってそ

の内容が分かりづらいとされる「その他包括利

益」を透明化するために、「純利益」よりも「包

括利益」を重視する議論が進められるようにな

った。 
 
第３章 二つの業績指標 

１．IASB におけるプロジェクト 

 IASB におけるプロジェクトは 2001 年から始

まり、現在までに第１期・第２期に分かれてい

る。第１期においては主に業績報告書における

包括利益の表示形式に的を絞ったプロジェクト

                                                  
4  米国財務会計基準審議会 
5  国際会計基準審議会 
6  当期純利益÷発行済み株式数で算出される一株当た

り利益 
7  一株当たり利益÷一株当たり純資産で算出される株

主資本利益率 
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であったが、第２期においては業績報告書の開

示基準の開発も含め、全財務諸表の表示検討が

行われている。 

 

＜2001 年－2003 年 第１期＞ 

 2001 年、IASB は英国との共同プロジェクトと

して「業績報告プロジェクト」を発足し、審議

を開始した。その当初の目的は、業績を表す損

益計算書に表示される情報の有用性と各国間お

よび各企業間の比較可能性を高めることであっ

た。また、表示問題のみに焦点を絞り、「単一の

包括利益計算書」の形式を検討・開発するとい

うのが基本方針であり、この方針はこの後の

FASB と IASB の共同プロジェクトにも引き継が

れる。 

 第１期における IASB の提案は、包括利益を重

要な業績指標とし、純利益項目を廃止するとい

うものであった。提案された業績報告書の形式

の最大の特徴は、純利益の表示がないことであ

る。また、営業利益・営業外利益・特別利益な

どの区分も排除されている。経営者がそれらの

項目を操作することにより、営業利益の概念が

あいまいになっていると考えられているからで

ある。 

 しかしこのような業績報告形式は、純利益の

表示がなく包括利益のみの表示となっているこ

と、またこれまでの形式からの大幅な変更であ

ったこともあり、各国の産業界からの反対を受

け、取り下げられた。 

 

＜2004 年－現在 第２期＞ 

 2004 年、FASB と IASB で開催された合同会議

において、業績報告プロジェクトを両審議会の

共同プロジェクトとして取り組むことに合意し

た。このプロジェクトでは、包括利益を含む全

財務諸表の「表示」に関する検討が実施されて

いる。また、異なる特徴を持った目標が含まれ

ることから、プロジェクトは以下のセグメント

ＡとセグメントＢの二段階に分けられる。 

 

―セグメントＡ－ 

・要求される主要財務諸表の特定 

・純利益を含む包括利益計算書の導入 

 

―セグメントＢ－ 

・リサイクリング制度の意義 

・各財務諸表で区分した情報を開示するために

首尾一貫した原則の構築 

・各財務諸表における小計および合計の定義 

 

 セグメントＡに関しては純利益を含む包括利

益計算書の導入で合意に達し、公開草案も発表

されている。また包括利益に関しては、これま

での損益計算書の形式を変更することなく、基

本的に現行の損益計算書の形式と純利益を残し

ながらも包括利益も表示するという形で合意し、

以下の二通りの包括利益の表示が提案されてい

る。 

① 一計算書方式：包括利益を最終行として純

利益を小計に表示し、「損益計算書＋その他

包括利益＝包括利益」の形を一つの計算書

とする。 

② 二計算書方式：「純利益を最終行とする損益

計算書」と「純利益から始まる包括利益計

算書」の二つの計算書を作成・表示する。 

 

IASB はセグメントＡの議論において、一計算

書方式のみ表示提案していたが、市場関係者か

らの反対を受け、一計算書方式を推奨するもの

の、一計算書と二計算書のいずれかによる包括

利益の表示を要求することで合意した。 

 現在はセグメントＢについて、主に包括利益

一元化に焦点を置きながら、上記の項目に関し

ても引き続き議論が進められている。 

 

２．リサイクリング制度 

 セグメントＢにおけるリサイクリング制度の

意義に関する議論とは、実質的に純利益を廃止

するか否かについて審議することに帰着する。

そもそもリサイクリング制度とは、実現してい

ない時点では「その他包括利益」として認識さ

れた未実現評価損益を、損益が確定した時点で

改めて損益計算書上の純利益に振り替えること

である。リサイクリング制度が廃止された場合、

一度未実現損益が計上されれば、その時点が損

益確定とされ、今後売却されても実際の損益は

計上されなくなる。よって、損益計算書上に純

利益項目を表示させる必要がなくなるのである。 
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３．包括利益の賛否 

 包括利益の概念により、含み益のある株式を

期末時点で保有していても、期末前に売却して

も利益は同じく表示されるため、企業は期末前

に株式を売却することによって利益をかさ上げ

することができなくなる。よって、決算におけ

る利益操作の余地をなくすことができる。 

 しかし包括利益は未実現損益を含むが、それ

らの認識や測定には、予測値などを使うことが

ある。予測値は算定する前提条件によって全く

違う結果が出ることもあり、経営者の恣意性が

入る余地がある。また「その他包括利益」の金

額が大きく、これらの項目は市場の影響を受け

ることから金額の変動性が大きくなり、「その他

包括利益」を含めた包括利益が業績指標として

ふさわしいのか、という疑問もある。 

「その他包括利益」を含む包括利益の開示自

体には特に異論はないというが、包括利益を純

利益と同等に扱うということにおいてまだ市場

の抵抗があるということから、開示形式につい

てはまだ議論が残されている。 

 

第４章 今後の展望 

今後セグメントBの審議により財務諸表への

表示項目が再検討されるが、それに伴ってセグ

メントAの決定事項も再検討される可能性があ

る。もし、業績報告書から純利益が廃止される

方向になった場合、私たちは包括利益を基に企

業実績を判断していかなければならない。投資

家によっては、企業がその時点で保有し、将来

利益に繋がる可能性のある資産の状況を把握し

たい人もいるだろう。だが一般的には、現時点

での業績実態を優先する投資家の方が多いはず

だ。未実現利益が含まれる包括利益のみ提供さ

れたところで、それは純利益と比べて情報価値

は下回るとされている 8。日本企業においては

まだ包括利益の概念が広まっていないこともあ

り、もし将来導入が義務づけられたとして、投

資家や企業経営に与える影響は大きいだろう。 
では、必ずしも純利益が廃止される必要はな

いのではないだろうか。そもそもリサイクリン

                                                  
8  日本総研 Japan Research Review 2004 年 03 月号 OPINION 

http://www.jri.co.jp/JRR/2004/03/op-finance.html 

グ制度の廃止が考えられる理由は、未実現利益

が実現した際に、改めて損益計算書で報告する

ような、同じ利得・損失の二重認識をすべきで

はないというものである。だが未実現の時、そ

れが実現した時、この二つの時点における利

得・損失の額が全く同じとは言えない。ならば

リサイクリング制度を続行させることによって、

未実現と実現の区分をするべきなのではないだ

ろうか。包括利益の中に「純利益」と「その他

包括利益」項目が存在するのであり、小計とし

てでも純利益の表示をすべきであると考える。 
今現在も IASB の審議によってリサイクリン

グ制度の廃止に伴う純利益の廃止が検討されて

いる。今後この審議が一転し、純利益が存続す

ることに期待したい。 
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